
 

第一種フロン類充塡回収量等の実績報告について 
 

 第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（平成１３年法律第６４号）（以下、法という。）第４７条第３項の規定に基づき、毎年度、

第一種特定製品の設置、整備又は廃棄等が行われる場合において、充塡・回収したフロン類

の量やフロン類再生業者・破壊業者に引き渡したフロン類の量等の実績（前年度分）を知事

に報告することが義務付けられています。 

 つきましては、令和７年度実績を下記により報告されるようお願いします。 

 

１ 報告内容 

別紙の報告書（様式第３）による。（山口県内で充塡・回収した実績に限る。） 

※充塡・回収実績が無い場合でもその旨を報告する必要があります。 

 

２ 報告対象 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日の間に充塡・回収したもの 

 

３ 提出先 

  次の（１）又は（２）いずれかの方法により提出してください。 

（１） 書面による提出 

   事業所の所在地により、次の提出先に提出してください。 

ア 山口県内に事業所がある業者の方 

事業所の所在地（事業所が複数ある場合は本拠の所在地）を管轄する県健康福祉セ

ンター（環境保健所）（所在地等の一覧は別添のとおり） 

※下関市内のみに事業所がある場合、又は事業所の本拠が下関市内にある場合は、 

下関市環境政策課（〒751-0847 下関市古屋町 1丁目 18-1 TEL:083-252-7115） 

イ 山口県内に事業所がない業者の方 

山口県環境政策課大気・化学物質環境班（〒753-8501 山口市滝町 1番 1号） 

（２）電子申請サービスの利用による提出 

   山口県ＨＰ「やまぐち電子申請サービス」の活用によっても提出ができます。 

   下記 URL により、利用できます。（事前に、同システムにおいて、利用者 ID の取得、

パスワード設定の手続があります。） 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/33/16118.html 

 

４ 提出期限 

令和８年５月１５日（金） 



 

５ その他 

〇記録簿について 

法により、第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量及び回収量等について、別紙に記載

する事項を記録し、５年間保存しなければなりません。（電子媒体による記録も可） 

（参考に、充塡量、回収量、処理量等について別紙２、３のとおり記録様式の例を添付

します。必要事項が記載されていれば、様式は自由です。） 



 

 

別添 

 

所在地及び問い合わせ先 

名称 所在地 
電話番号  ＦＡＸ番号 

E-mail 

山口県岩国健康福祉センター

保健環境部（岩国環境保健所）

生活環境課廃棄物・環境指導班 

〒740-0016 

岩国市三笠町 1 丁目 1-1 

TEL 0827-29-1528 FAX 0827-29-1594 

a132141@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県柳井健康福祉センター

保健環境部（柳井環境保健所）

生活環境課環境薬事班 

〒742-0031 

柳井市南町 3 丁目 9-3 

TEL 0820-22-3631 FAX 0820-22-7286 

a132161@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県周南健康福祉センター

保健環境部（周南環境保健所）

生活環境課廃棄物・環境指導班 

〒745-0004 

周南市毛利町 2-38 

TEL 0834-33-6428 FAX 0834-33-6510 

a132171@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県山口健康福祉センター

保健環境部（山口環境保健所）

生活環境課廃棄物・環境指導班 

〒753-8588 

山口市吉敷下東 3 丁目 1-1 

TEL 083-934-2536 FAX 083-934-2527 

a132191@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県宇部健康福祉センター

保健環境部（宇部環境保健所）

生活環境課環境指導班 

〒755-0033 

宇部市琴芝 1 丁目 1-50 

TEL 0836-39-9864 FAX 0836-34-4121 

a132201-k@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県長門健康福祉センター

保健環境部（長門環境保健所）

生活環境課環境薬事班 

〒759-4101 

長門市東深川 1344-1 

TEL 0837-27-0793 FAX 0837-22-6363 

a132251@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県萩健康福祉センター 

保健環境部（萩環境保健所） 

生活環境課環境薬事班 

〒758-0041 

萩市江向河添沖田 531-1 

TEL 0838-25-2666 FAX 0838-26-0696 

a132261@pref.yamaguchi.lg.jp 

下関市 環境政策課 
〒751-0847 

下関市古屋町 1 丁目 18-1 

TEL 083-252-7115 FAX 083-252-1329 

kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

山口県環境政策課 

大気・化学物質環境班 

〒753-8501 

山口市滝町 1-1 

TEL 083-933-3034 FAX 083-933-3049 

a15500@pref.yamaguchi.lg.jp 

 ※柳井健康福祉センター及び宇部健康福祉センターは、令和元年度にそれぞれ県柳井総合庁舎内

（２階）、県宇部総合庁舎内（２階）に移転しましたので、ご注意下さい。 



 

 

別紙 

第一種フロン類充填回収業者が記録する必要のある事項 

＜充塡量・回収量・再生量等＞ 

① 充塡量等 

・第一種特定製品の整備が行われる場合において、第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日 

・当該充塡に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名又は名称及び住所 

・第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、当該充塡に係る第一種特定製

品の種類及び台数 

・充塡したフロン類の種類ごとの量（回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。） 

② 回収量等 

・第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において、第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特

定製品の廃棄等が行われる場合の別 

・フロン類を回収した年月日 

・当該回収に係る整備を発注した管理者及び整備者（廃棄の場合：廃棄等実施者及び引渡受託者）の氏名又は名称及び住所 

・当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数 

・回収したフロン類の種類ごとの量（第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒

として充塡した量を除く。） 

③ 再生量等 

・法第 50 条第１項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において、フロン類を再生した年月日 

・再生をしたフロン類の種類ごとの量 

・当該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日 

・当該充塡に係る整備を発注した管理者の氏名又は名称及び住所 

・当該再生をしたフロン類を充塡した量 

 

＜引渡量等＞ 

① 第一種フロン類再生業者への引渡量等 

・フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日 

・引き渡した相手方の氏名又は名称 

・引き渡したフロン類の種類ごとの量 

② フロン類破壊業者への引渡量等 

・フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日 

・引き渡した相手方の氏名又は名称 

・引き渡したフロン類の種類ごとの量 

③ フロン類を施行規則第 49 条第１号に規定する者に引き渡した場合 

・フロン類を施行規則第 49 条第１号に規定する者へ引き渡した年月日 

・引き渡した相手方の氏名又は名称 

・引き渡したフロン類の種類ごとの量 

④ 施行規則第 49 条第２号に規定する者に引き渡した場合 

・フロン類を施行規則第 49 条第２号に規定する者へ引き渡した年月日 

・返却の年月日 

・申請者の氏名又は名称及び住所 

・引き渡したフロン類の種類ごとの量 

 

＜確認台数等＞ 

  ・法第４１条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合において、フロン類が充塡されていないことを確認し

た年月日 

  ・当該確認の委託をした第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 

  ・当該確認に係る第一種特定製品の種類及び台数 


